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より良い職場づくりは組合加入から!

そして…

今なら何と新規組合費 3,000 円均一！

下の加入申込書を Fax･メール･郵便等で高教組にお送り下さい。

※以降、規程額に追い着く迄、一年度毎に 500円ずつ増額。

↓ ↓ ↓ あなたの加入が、ちからになる ↓ ↓ ↓

加 入 申 込 書 年 月 日

青森県高等学校･障害児学校教職員組合 執行委員長 酒田 孝 宛て

□青森高教組へ加入します □総合共済に加入します □りんきょう共済に加入します

学校名： 氏名： (男・女)
職員番号： 給料号級： 号 級

生年月日： 年 月 日 職種： 教科：

(結婚年月日： 年 月 日) 電話番号：

住所：〒

E-mail(asn不可)：

県と交渉出来る登録団体―

高教組の組合員は、職場の労働者を代表

して校長と交渉し、労働条件の改善をす

すめることができます。

教育専門職の団体として―

高教組は教育の専門職の団体でもあります。そ

のため、行政が行う教育行政などに積極的に発

言や提言を行っています。

数こそが組合の力―

労働組合である高教組の最大の力は組合員の

数です。あなたの加入で高教組の力はより大き

くなります。

採用一年目の方や臨時・非常勤の方も加入出来

ます。組合への加入で不利な扱いを受けること

はありません。

組合員になったら―

組合費を納入することが唯

一の義務です。高教組は組

合員の納入する組合費で運

営されています。組合費の

額は給料月額に一定の率を

乗じて算出されます。

良い職場づくりは組合加入から
あなたもぜひ、高教組の輪の中へ


